
 

旭市の消費者行政について 

 

旭市商工観光課商業振興班 

 

１． 旭市の概要 

・千葉県の北東部に位置し、千葉市から 50km 圏、また都心から 80km 圏にある。南部は九十

九里浜に面し、北部には干潟八万石といわれる穀倉地帯が広がっている。産業では、施設園

芸、畜産、稲作、露地野菜などの農業や、水産業、商業、工業がバランス良く成長。 

・平成 17 年 7 月 1 日、旭市・海上町・飯岡町・干潟町が合併し、誕生した。 

・面積 129.91 平方キロメートル 

・人口 69,148 人  世帯数 25,130 世帯（H24.6.1 現在） 

 

２． 組織・職員構成(24 年度) 

消費者行政担当課 商工観光課（旭市消費生活センター） 

担当班 商業振興班４名 主幹(１)主査(１)副主査(１)主事(１) 

担当職員 ２名(兼務) 

相談員 ４名(非常勤) 

    

３．旭市消費生活センター設置までの経緯と相談体制 

  平成 19 年度 旭市総合計画に『消費生活センターの設置』を明記し、21 年度にセンター設

置の予定だったが、相談員の確保が困難で実現しなかった。同年度、消費者行政活性化基金事

業の活用により、相談員資格取得に意欲のある方を採用し、千葉県消費生活相談員養成講座を

受講してもらい、資格取得を支援した。その後、さらに窓口開設日を増設、他市に勤務する相

談員を当市でも委嘱し、平成 23 年度にセンターを設置することができた。 

 

 14～20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

窓口開設 週 2 日 週 2 日 週４日 週 5 日 週 5 日 

相談員数 １名 2 名 2 名 3 名 4 名 

相談員の配置 1 日 1 名 1 日 1 名 1 日 1 名 週 1 日は 2 名 

週 4 日は 1 名 

週２日は 2 名

週 3 日は 1 名

 

４．相談件数の推移 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

相談件数合計 272 260 319 388 

県センター受付 147 132 141 107 

旭市受付 125 128 178 281 

上記の割合 46.0% 49.2% 55.8% 72.4% 
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５．消費者行政予算 

                                  単位：千円 

年度 事業費 
財源内訳 

活性化基金 光交付金 その他 一般財源 

21(決算) 2,124 748 1,376 

22(決算) 2,966 1,702 173 1,091 

23(決算見込) 8,850 6,870 429 134 1,417 

24(予算) 8,164 6,055 2,109 

  ※地方消費者行政活性化基金の活用（21 年度～24 年度） 

   相談員の増員、報酬向上、相談員養成講座受講支援、相談員等研修受講支援、図書購入、

備品購入、啓発用品作製、リーフレット等印刷、弁護士による相談員研修の開催 

  

６．消費生活センターの運営等に関する課題 

 [相談員の確保] 

 相談員 1 人配置から複数配置にするには、さらに相談員を増員する必要があるが地域に

有資格者が少ない。 

 相談員 4 名のうち 3 名が他市の相談員を兼務しているため、旭市の勤務日数が限られて

しまう。研修会への出席や出前講座などでシフトを組むことが困難な場合がある。 

 [センターの周知] 

 相談件数の旭市受付割合は増加しているが、他市センターに比べて低い。継続した広報

が必要。 

 市民や外部の関係機関との連携が不十分。相談が必要な市民をセンターにつなげてもら

う体制の構築。 

 [相談の質の向上] 

 相談員複数配置の実現（旭市後期基本計画 施策目標「28 年までに週延べ 10 人を配置」） 

 あっせん率の向上 （22 年度９.6％→23 年度 12.5％） 

 専門性向上のため、相談員・職員の研修機会や予算を継続して確保していく。 

 PIO－NET への相談情報入力の精度の向上と伝送までの期間短縮 

 [その他] 

 庁内の消費生活相談、消費者行政に対する認知度が低い。受付けた相談の対応のみ行っ

ているように思われており、相談と啓発で市民全体の消費生活を支える業務であること

が理解されていない。活性化基金終了後の予算要求で今以上の体制強化が実現できるか

不安がある。 

 複合的な悩みを抱える相談者の問題の解決には、庁内の連携が重要。今後関係課担当者

会議の開催などを通して、市職員に消費者問題やセンターの役割を理解してもらう必要

がある。 
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「消費者行政の充実について」 富里市の取組みについて 

 

 

 

 

富里市で受けた相談件数                 しかし・・・この３６０件のほかに富里                        

H14 １０３件                         市の相談を県消費生活センターが                

H15 １７３件                         ３４４件、近隣の消費生活センター 

H16 ３６０件                        で１８８件も相談が寄せられていた。 

 

 H16 ６月  「消費者保護基本法」が         

    「消費者基本法」に改正                  

H17 ９月県環境生活部長より 

市議会への消費生活の                「消費生活センター及び消費生活  

現状、相談体制整備等の説明            費員の設置」依頼あり。   

                            H18 試験的に相談日を週３日体制へ                     

 H2１ 消費者行政活用基金                 

     を利用  

 

 

 

 

 

 

 

H23 １月 「安心な消費生活のためのシンポジウム in 富里」を開催  

 

 

 

 

 

 

 

相談室  

週２日  

H２２ ４月  

富里市消費生活センター設置  

週４日体制  

 

４つの提言  

① 相談体制の強化を図ること 

② センター周知に工夫をすること 

③ 行政内の連携・関係団体・機関との連携を確立し，相談の掘り起

こしをすること 

④ 消費者教育を推進すること 

 

  

富里市消費生活センター設置までの経緯 
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平成２３年  富里市消費者行政推進連絡協議会を設立  

 

構成メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回開催し、相互の情報交換を行い、共通の情報を保持しながら、市民を見守っている。 

消費者行政基金をフル活用  

週５日体制  

富里市消費者

行政推進連絡

協議会を設置  

市消費生活センターの

マスコットキャラクターを

作成  

民生委員、シルバーク

ラブなどの学習機会の

１コマに入れてもらう 親子マネー講座  

教育委員会と連

携し、児童・生徒

向けの啓発チラシ

を作成  

消費者は、子どもからお年寄りまで幅広い世代が対象  

・社会福祉協議会 ・身体障害者福祉会 

・民生委員児童委員協議会 ・シルバークラブ連合会 

・防犯指導員連合会 ・区長会 

・協働のまちづくり推進委員会 

・社会福祉課 ・教育委員会 ・学校教育課 

・高齢者福祉課 ・市民活動推進課 ・産業経済課 

 

市産業まつりなど

で、消費生活のブ

ースを設け、センタ

ーの PR、注意喚

起・啓発活動  

敬老会・民生委員会・

成人式でチラシやガイド

ブックを配布  

センターだより、多重債務

啓発チラシを区長回覧  
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館山市の消費者行政について 
 

１．消費生活相談の実施 

（１）相談窓口の開設 

日  時 月２回 第１・３木曜日 午前９時から午後４時まで 

場  所 市役所４号館 社会安全課（平成２２年４月～開始） 

相談体制 消費生活相談員 １名 市職員 ２名（兼務） 

 

（２）相談情報の管理と活用 

全国消費者生活情報ネットワークシステム配備（平成２２年６月～運用） 

個人情報を除く相談情報を国や国民生活センター等と共有。情報収集、相談統計等に活用。 

 

２．消費者教育の実施 

（１）戸別訪問による訪問販売撲滅啓発活動及び戸別アンケート調査の実施 

H２２ 三軒町連合町内会の御協力で戸別訪問による訪問販売撲滅キャンペーンを実施。 

H２３ １年後の経過として戸別調査やアンケート調査を実施。 

 

（２）消費生活出前講座の開催 

平成２４年２月１日より船形地区と那古地区にＮＴＴ光回線の開始に伴い、 

「通信サービスについての知識を身につけよう！」と題し、消費生活出前講座を開催。 

 

（３）多重債務関係相談会の開催 

館山市と南房総市との共催で、相談員を招いての多重債務関係相談会を開催。 

 

（４）消費者啓発事業 

振り込め詐欺防止街頭啓発活動 年金支給月（偶数月１５日）年６回 実施。 

市広報誌へ消費生活サポート情報の掲載。 

H２２ １７回記載  H２３ １７回掲載 

 

３．館山市消費生活コミュニティリーダーとの協同活動 

館山市の消費者行政に関わることに貢献し、行政一体となってボランティア活動を館山市

と協同で実施。 

房日新聞ご協力のもと、消費生活問題にかかわる記事を選択し記載を実施。 

 

４．生活用商品表示の適正確保 

家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法に基づく立入検査。 
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館山市 消費者被害に関するアンケート 集計結果

Q1.あなたの性別を教えてください。

女性 98

男性 47

無回答 8

Q2.年齢はおいくつですか。

２０歳未満 1

２０歳以上３０歳未満 3

３０歳以上４０歳未満 12

４０歳以上５０歳未満 14

５０歳以上６０歳未満 16

６０歳以上７０歳未満 49

７０歳以上 56

無回答 4

Q3.お住まいの地区はどこですか。

北条 59

三軒町 13

渚 16

新鶴ケ谷 6

鶴ヶ谷 15

那古 1

六軒町 1

無回答 38

２０歳未満

1%

２０歳以上３

０歳未満

2%
３０歳以上４

０歳未満

8%

４０歳以上５

０歳未満

9%

５０歳以

上６０歳

未満

10%

６０歳以上７

０歳未満

32%

７０歳以上

36%

無回答

2%

年齢

北条 39%

三軒町 9%

渚

11%新鶴ケ谷

4%

鶴ヶ谷

10%

那古 1%

六軒

町

1%

無回答 25%

地区

女性

64%

男性

31%

無回答

5%

性別
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Q4.昨年（平成22年)12月に配布した「訪問販
売お断りステッカー」についてお聞きします。

はい 67

いいえ 78

無回答 10

玄関（門）の外側に貼った。 62

玄関の中に貼った。 4

室内に貼った。 1

(2)〈(1)で「はい」と答えた方〉ステッカーの効果はいかがでしたか。

効果があった 40

効果はなかった 15

逆効果だった 0

無回答 99

Q5.〈すべての方〉過去に訪問販売を受けたことはありますか。

ある 113

ない 32

無回答 9

（1)訪問販売お断りステッカーはお使いになりましたか。

玄関（門）の

外側に貼っ

た。 93%

玄関の中に

貼った。 6%

室内に貼っ

た。 1%

貼った場所

はい

43%

いいえ

50%

無回答

7%

ステッカー使用の有無

効果が

あった

26%

効果はな

かった

10%逆効果

だった

0%

無回答

64%

ステッカー効果

ある

73%

ない

21%

無回答

6%

訪問販売の有無
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Q6.〈５で「ある」と答えた方〉訪問販売を受け
て、買う気がないのに業者の勧める商品・
サービスを購入したり、買取をされたことが
ありますか。
ある 12

ない 103

Q7.〈６で「ある」と答えた方〉購入したのはいつぐらいのことですか

過去１年以内 3

２年前 3

３年前 1

４年前 0

５年以上前 6

Q8.〈6で「ある」と答えた方〉買わされた商品・サービスの購入金額（被害額）はいくらでしたか

１円～５万円未満 7

５万円～１０万円未満 0

１０万円～５０万円未満 1

５０万円～１００万円未満 0

１００万円～１０００万円未満 0

１０００万円以上 0

ある 10%

ない 90%

商品購入の有無

１円～５万

円未満

87%

５万円～１

０万円未

満 0%

１０万円～

５０万円未

満 13%

５０万円～

１００万円

未満 0%

１００万円

～１０００

万円未満

0%

１０００万

円以上 0%
被害額

過去１年

以内 23%

２年前 23%

３年前 8%
４年前 0%

５年以上

前 46%

購入時期
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Q9.〈6で「ある」と答えた方〉被害にあったことを誰かに相談しましたか

した 5

しない 3

Q11.〈9で「した」と答えた方〉どこ（誰)に相談しましたか

相手の業者 0

知人 4

家族 0

警察 1

消費生活センター 1

弁護士・司法書士 0

その他 0

Q12.〈9で「しなかった」と答えた方〉相談しなかったのはなぜですか

被害にあったことを知られるのが恥ずかしかった 0

相談するのが面倒だった 0

被害にあった自分にも落ち度があると思った 2

どこに相談すればよいかわからなかった 1

相談してもどうにもならないと思った 1

その他 0

した 62%

しない

38%

相談の有無

相手の業者

0%

知人 67%

家族 0%

警察

16%

消費生活セ

ンター 17%

弁護士・司

法書士 0%
その他 0%

相談者

被害にあった

ことを知られ

るのが恥ず

かしかった

0%
相談するの

が面倒だった

0%

被害にあった

自分にも落ち

度があると

思った 50%

どこに相談す

ればよいか

わからなかっ

た 25%

相談してもど

うにもならな

いと思った

25%

その他 0%

相談しなかった理由
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第３回地方消費者委員会（千葉） 20120630 

南房総市の消費者行政に対する取組み状況等について 

 
 
１．消費生活相談窓口の設置状況 

 
 平成２４年６月１日付けで、市の非常勤特別職として消費生活相談員１名を

任命して、窓口相談日を週２日として現在対応している。今後は相談状況をみ

て相談員数や相談日数の検討をしていく。 

 
 
２．消費生活相談窓口設置の背景 

 
平成２３年度までは、消費生活相談員は未設置であり、県内他市町村に比べ

て遅れていた。相談があった場合には担当職員が可能な範囲で対応するか、県

の消費者センターを紹介していた。 
 近年は様々な消費者トラブルが増加傾向であり、市民サービス向上のために

も、地域住民が安心して利用できるよう、有資格者の消費生活相談員を配置す

る必要が生じていた。 
 また、「地方消費者行政充実のための国による支援に関する請願書」を当市議

会から平成２３年１２月に関係機関に提出しており、当市としても消費者行政

の充実の必要性があった。 
 消費生活相談員の設置にあたっては、市の広報紙・ホームページや国民生活

センターのＨＰ等にも掲載をお願いして募集を行い、有資格者を配置すること

ができた。 

 
 
３．消費者行政に関する国・消費者委員会への要望事項 

 
 消費者行政活性化基金が平成２４年度で終了となる予定であり、財政的には

普通交付税で算入されているものの、次年度以降消費者行政に関する必要経費

は一般財源から財源充当をしていかなければならいないため、特定財源として

明確に消費者行政予算に充てられる、国庫補助金などの財政支援が継続的に行

われようして頂きたい。また、消費生活相談員について、安定的に相談員を確

保するためにも地位や待遇など一定の目安を示して頂きたい。 
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柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー          H 2 4 . 6 . 3 0  

【 第 ３ 回 地 方 消 費 者 委 員 会 （ 千 葉 ） ： 参 考 資 料 】  

 

 

 
平 成 ２ ４ 年 度  柏 市 消 費 者 行 政 事 業 計 画  

 

１  施 策 の 方 向  

 

 ( 1 )  消 費 者 被 害 救 済 へ の 的 確 な 対 応  

  ・ 相 談 体 制 の 拡 充 を 図 る と と も に ， 消 費 者 庁 等 関 係 機 関

や 庁 内 関 係 部 署 等 と の 連 携 を 強 化 し ， 若 者 や 高 齢 者 ，

障 害 の あ る 人 な ど 対 象 に 応 じ た 施 策 を 展 開 し ， 消 費 者

被 害 救 済 の た め 迅 速 か つ 的 確 な 対 応 に 努 め ま す 。  

  ・ 悪 質 商 法 や 振 込 め 詐 欺 を は じ め ， イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 携 帯

電 話 に よ る 取 引 や 架 空 請 求 な ど の ， 複 雑 ・ 巧 妙 化 ， 多 様

化 す る 案 件 に 対 応 す る た め ， よ り 専 門 性 の 高 い 相 談 体 制

の 整 備 に 努 め ま す 。  

 

 ( 2 )  自 立 し た 賢 い 消 費 者 の 育 成  

  ・ 子 ど も か ら 高 齢 者 ま で ， 各 年 齢 層 に 合 わ せ た 体 系 的 な

消 費 者 教 育 （ 啓 発 ） 事 業 を 推 進 し ま す 。  

  ・ 消 費 生 活 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 制 度 の 充 実 を 図 り ， 各 地 域

で の 効 果 的 な 消 費 者 啓 発 活 動 を 行 な い ま す 。  

  ・ 消 費 者 庁 及 び 国 民 生 活 セ ン タ ー や 県 消 費 者 セ ン タ ー と

連 携 し ， 最 新 の 情 報 を 迅 速 か つ 的 確 に 市 民 へ 提 供 し ，

被 害 を 未 然 に 防 止 で き る よ う 努 め ま す 。  

 

 ( 3 )  暮 ら し の 中 の 正 し い 計 量 に よ る 消 費 者 保 護  

  ・ 正 確 な 計 量 の 実 施 を 確 保 す る た め ， 商 店 ・ 工 場 ・ 病 院

等 で 取 引 ， 証 明 に 使 用 さ れ て い る は か り の 定 期 検 査 及

び 商 品 量 目 等 の 立 入 検 査 を 行 い ま す 。 な お 今 年 度 か ら ，

定 期 検 査 に つ い て ， 指 定 定 期 検 査 機 関 を 指 定 し ， 全 面

委 託 す る 予 定 で す 。  

  ・ 適 正 計 量 に 関 す る 指 導 ， 啓 発 事 業 及 び 計 量 に 関 す る 苦

情 処 理 等 を 行 い ま す 。  

29



 

２  消 費 生 活 相 談 等 事 業  

 

 ( 1 )  消 費 生 活 相 談 事 業  

   ( ア )  消 費 生 活 相 談 体 制  

・ 消 費 生 活 専 門 相 談 員 ， 消 費 生 活 コ ン サ ル タ ン ト ま た

は 消 費 生 活 ア ド バ イ ザ ー の 資 格 を 有 す る 相 談 員 １ ０

名 を 委 嘱 し ， 平 日 は １ 日 平 均 ８ 名 の 勤 務 体 制 で ， 消 費

生 活 に 関 す る 相 談 や 苦 情 （ 要 望 ） を 受 け ， 解 決 に 向 け

た 助 言 や 斡 旋 を 行 い ま す 。  

・ 主 任 消 費 生 活 相 談 員 制 度 を 導 入 し ， 相 談 員 の 資 質 向

上 を 図 り ， 組 織 力 の 強 化 を 図 り ま す 。  

・ ま た ， 毎 月 １ 回 ， 第 ３ 土 曜 日 の 午 後 に 電 話 の み の 相 談

受 付 を 試 行 と し て 実 施 し ま す 。  

・ そ の 他 ， 消 費 者 講 座 ， 子 ど も 消 費 者 教 室 な ど の 講 師 を

務 め ， 消 費 者 被 害 の 未 然 防 止 を 図 り ま す 。  

 

   〇 相 談 受 付  

・ 月 ～ 金 曜 日 （ 土 曜 日 ・ 日 曜 日 ・ 祝 日 ・ 年 末 年 始 を 除

く ）  

午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４ 時 ３ ０ 分  

・ 毎 月 1 回 第 ３ 土 曜 日 （ ２ 名 体 制 ／ 電 話 相 談 の み ）  

午 後 １ 時 ～ 午 後 ４ 時 ３ ０ 分  

 

   ( イ )  消 費 生 活 相 談 の 充 実  

・ 相 談 内 容 は ， 年 々 複 雑 化 ， 多 様 化 す る 傾 向 に あ り ま す

が ， そ の 大 部 分 は 契 約 ・ 解 約 に か か わ る 相 談 が 占 め て

い ま す 。  

   ・ 消 費 生 活 相 談 員 は ， 国 や 県 で 実 施 す る 研 修 会 な ど に は

意 欲 的 に 参 加 し ， 日 々 ， 新 た な 情 報 収 集 ， 研 鑽 に 励 ん

で い ま す 。  

ま た ， 隔 月 で 実 施 し て い る 相 談 事 例 研 究 会 で は ， 弁 護

士 か ら の 法 律 に 関 す る 知 識 の 習 得 や ， 特 殊 な 相 談 の 解

決 方 法 を 学 び ， 相 談 業 務 の 機 能 強 化 を 図 り ， 質 の 向 上 ，

充 実 を 目 指 し ま す 。  
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   ( ウ )  P I O - N E T  

  ※ P r a c t i c a l  L i v i n g  I n f o r m a t i o n  O n l i n e  N e t w o r k  

S y s t e m  

〔 パ イ オ ネ ッ ト ： 全 国 消 費 生 活 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク ・ シ ス テ

ム 〕 の 活 用  

   ・ パ イ オ ネ ッ ト は ， 全 国 の 消 費 生 活 セ ン タ ー が 受 理 し

た 消 費 生 活 相 談 情 報 を 国 民 生 活 セ ン タ ー に 集 約 ・ 蓄

積 し ， そ の 共 有 化 情 報 を 検 索 ・ 統 計 と い っ た 資 料 と

し て 活 用 で き る よ う 構 築 さ れ て き ま し た 。  

   ・ 平 成 ２ １ 年 度 の 消 費 者 庁 発 足 に 伴 い ， 従 前 の シ ス テ ム

で の 問 題 点 で あ っ た 受 付 か ら 登 録 ま で の 時 間 短 縮 ， 作

業 軽 減 が 図 ら れ た 新 シ ス テ ム に 移 行 し ， 国 の 関 係 行 政

機 関 に も 閲 覧 用 端 末 が 設 置 さ れ る な ど ， 消 費 者 被 害 の

未 然 防 止 ， 拡 大 防 止 の た め の ， 法 執 行 へ の 活 用 な ど ，

そ の 活 き た 情 報 は ， よ り 広 く ， 多 く の 行 政 機 関 で 共 有

さ れ る よ う に な っ て い ま す 。  

   ・ な お ， 情 報 の 内 容 は ， 苦 情 相 談 の 記 録 を 整 理 し た 要 約

と な っ て い ま す 。  

 

 ( 2 )  関 係 事 業 法 等 に 基 づ く 立 入 検 査 の 実 施  

  ・ 消 費 者 が 商 品 を 買 っ た り ， 使 用 し た り す る と き に 商 品 の

選 択 や 取 扱 い 方 法 を 間 違 え る こ と の な い よ う に ， ま た ，

品 質 や 性 能 ， 使 用 方 法 等 の 安 全 確 保 の た め に 販 売 業 者 を

対 象 と し た ， い わ ゆ る 安 全 ３ 法 （ 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 ，

電 気 用 品 安 全 法 ， 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 ） の 法 律 に 基 づ

く 立 入 検 査 を 行 い ま す 。 市 内 の 無 作 為 に 選 ん だ 量 販 店 等

１ ０ 店 舗 程 度 を 対 象 に ， 品 質 表 示 や 指 定 マ ー ク の 有 無 な

ど に つ い て 立 入 検 査 を 行 い ま す 。  

ま た ， ガ ス 事 業 法 ， 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引

の 適 正 化 の 関 す る 法 律 に 基 づ き ， 登 録 を 受 け た 販 売 事 業

者 等 を 対 象 に 立 ち 入 り 検 査 を 行 い 。  

 

 ( 3 )  多 重 債 務 問 題 対 策 事 業  

  ・ 多 重 債 務 問 題 に 対 し て は ， 相 談 者 の 家 計 管 理 や 生 活 の

再 建 ， 多 重 債 務 者 が 抱 え る 多 重 債 務 以 外 の 問 題 も 含 め

総 合 的 に 解 決 す る 必 要 が あ り ま す 。 国 ， 地 方 自 治 体 及

び 関 係 団 体 が 一 体 と な っ た 相 談 体 制 の 強 化 と ， 新 た な

多 重 債 務 者 の 発 生 予 防 を 目 的 と し た 事 業 を 行 な い ま す 。  
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  ○ 東 葛 多 重 債 務 問 題 対 策 フ ォ ー ラ ム  

   千 葉 県 弁 護 士 会 松 戸 支 部 と 柏 市 ， 松 戸 市 ， 流 山 市 ， 野

田 市 ， 我 孫 子 市 ， 鎌 ケ 谷 市 に よ る 東 葛 多 重 債 務 問 題 対

策 フ ォ ー ラ ム （ 平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ２ ８ 日 発 足 ） の 定 期 的

な 会 議 の 開 催 と ， 構 成 市 を 会 場 に 弁 護 士 に よ る 多 重 債

務 者 無 料 相 談 会 を 実 施 し ま す （ 年 ２ 回 ） 。  

  ○ 柏 市 多 重 債 務 無 料 相 談 会  

   柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 独 自 に ， 弁 護 士 に よ る 無 料 相 談

会 を 実 施 し ， 多 重 債 務 者 へ の 早 期 解 決 支 援 に あ た り ま

す （ 年 １ ０ 回 ） 。  

  ○ 柏 市 多 重 債 務 問 題 対 策 庁 内 連 絡 会 の 開 催  

   庁 内 の 関 係 各 課 （ １ ９ 課 ・ 室 ） 間 の 連 絡 ・ 協 議 ・ 報 告 等

の 体 制 づ く り を 目 的 と し た 同 連 絡 会 を 開 催 し ， 多 重 債 務

問 題 対 策 に 当 た り ま す 。  
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３  消 費 者 啓 発 及 び 消 費 者 教 育 事 業  

 

 ( 1 )  消 費 者 教 育 事 業 体 制  

  ・ 今 年 度 も 消 費 者 教 育 相 談 員 を ２ 名 委 嘱 し ， 消 費 者 啓 発

及 び 消 費 者 教 育 を 推 進 す る た め ， 各 種 事 業 を 行 な い ま

す 。  

 

 ( 2 )  各 種 事 業  

  ○ 子 ど も 消 費 者 教 室 の 充 実  

   自 立 し た 賢 い 消 費 者 の 育 成 を 目 的 に ， 子 ど も 向 け の 消

費 者 教 育 事 業 と し て 平 成 １ ７ 年 度 よ り 「 子 ど も 消 費 者

教 室 」 を 実 施 し て い ま す 。 被 害 未 然 防 止 対 策 の 一 環 と

し て ， 小 学 生 向 け に は ， 主 に 柏 市 の オ リ ジ ナ ル 教 材 で

あ る マ ナ ブ ー の マ ネ ー ノ ー ト を 活 用 し た 金 銭 教 育 を ，

ま た ， 中 学 生 向 け に は イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 携 帯 電 話 に 関

す る 情 報 教 育 を 実 施 し て い ま す 。 ま た ， 高 校 生 向 け に ，

契 約 に 関 す る 教 室 も 実 施 す る 予 定 で す 。  

  ○ 消 費 者 講 座 の 開 催  

   町 会 や 各 種 団 体 等 の 学 習 会 ， 勉 強 会 な ど か ら の 要 請 を 受

け ， 消 費 生 活 相 談 員 を 講 師 と し て 派 遣 し ま す 。  

  ○ 消 費 生 活 講 演 会 の 開 催  

   市 民 に ， 生 活 に 役 立 つ 情 報 や 商 品 知 識 ， 消 費 者 問 題 な ど

学 ん で も ら う た め ， 外 部 か ら 専 門 の 講 師 を 招 い て 講 演 会

を 開 催 し ま す 。  

  ○ 情 報 紙 の 発 行  

   消 費 者 へ の 危 害 情 報 ， 相 談 事 例 ， 対 応 策 ， 子 ど も の た め

消 費 者 教 育 や 計 量 等 に 関 す る 最 新 情 報 を 掲 載 し た 情 報 紙

「 こ ん に ち は 柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー で す 」 を 年 ４ 回 発 行

し ， 町 会 回 覧 及 び 関 係 機 関 へ の 配 布 を し ま す 。  

  ○ 消 費 者 啓 発 用 パ ン フ レ ッ ト の 発 行  

   悪 質 商 法 の 被 害 に 遭 わ な い た め の 情 報 や 知 識 の 普 及 を 図

る た め ， 啓 発 パ ン フ レ ッ ト な ど を 発 行 し ， 市 民 に 提 供 し

ま す 。  

 

 ( 3 )  柏 市 消 費 者 教 育 推 進 連 絡 会  

  ・ 教 育 委 員 会 職 員 及 び 教 員 で 構 成 す る 同 連 絡 会 に お い て ，

今 年 度 は 委 員 を 再 編 し ， 来 年 度 の 消 費 者 教 育 授 業 の 実

践 に 向 け ， 年 ３ 回 の 連 絡 会 （ 研 修 ） を 実 施 し ， 学 校 に

お け る 消 費 者 教 育 の 推 進 を 図 り ま す 。  
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 ( 4 )  図 書 出 版 物 等 の 充 実  

  ・ 国 ， 県 ， 他 市 町 村 及 び 企 業 等 が 発 行 す る 消 費 者 行 政 資 料

及 び 消 費 生 活 に 関 す る 参 考 図 書 ， Ｄ Ｖ Ｄ （ ビ デ オ ） 類 を

閲 覧 で き る よ う に 資 料 室 を 整 備 し ， 市 民 の 消 費 者 教 育 を

支 援 し ま す 。  

 

( 5 )  展 示 情 報 コ ー ナ ー の 充 実  

  ・ 市 民 へ 消 費 者 と し て 役 立 つ 情 報 を 提 供 す る た め ， 国 ， 県 ，

他 市 町 村 及 び 企 業 等 が 発 行 す る 情 報 紙 や パ ン フ レ ッ ト な

ど を 置 き ， 消 費 生 活 全 般 に 関 連 す る 情 報 を 提 供 し ま す 。

ま た ， 年 々 巧 妙 化 す る 悪 質 商 法 に 関 す る 啓 発 パ ン フ レ ッ

ト を 作 成 し ， 配 置 し ま す 。  

 

 ( 6 )  消 費 生 活 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 制 度  

  ・ 消 費 生 活 コ ー デ ィ ネ ー タ ー は ， 消 費 者 啓 発 ， 自 立 し た 消

費 者 の 育 成 等 ， 地 域 に お け る 消 費 者 活 動 の リ ー ダ ー と し

て 活 動 し て い ま す 。  

  ・ 任 期 は ２ 年 で ， 今 年 度 か ら ４ ３ 名 を 委 嘱 し て い ま す 。  

  ・ 市 内 を ５ ブ ロ ッ ク に 分 け ブ ロ ッ ク ご と に ブ ロ ッ ク 長 を お

て ， 組 織 的 に 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す 。  

 

  ○ 地 域 で の 消 費 者 講 座 ， 消 費 生 活 パ ネ ル 展 等 の 企 画 ・ 運

営 ・ 実 施  

  ○ 地 域 で ， 消 費 生 活 に 関 す る パ ン フ レ ッ ト を 配 布 す る 。

特 に 高 齢 者 を 対 象 と し た 悪 質 商 法 ， 振 り 込 め 詐 欺 に 関

す る も の を 中 心 に 配 布 し ， 被 害 の 未 然 防 止 に 努 め る  

  ○ 地 域 で 起 き て い る 悪 質 商 法 の 情 報 な ど を い ち 早 く キ ャ ッ

チ し ， 市 へ 情 報 を 提 供 す る  

  ○ 簡 単 な 消 費 生 活 相 談 の 受 付 及 び 消 費 生 活 セ ン タ ー （ 相

談 員 ） へ の 引 継 ぎ  

○ 消 費 者 講 座 な ど へ の 協 力  

  ○ 毎 月 消 費 生 活 セ ン タ ー で 開 催 す る 研 修 会 へ の 参 加  
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４  消 費 者 団 体 関 係 事 業  

 

  ・ 消 費 生 活 研 究 グ ル ー プ へ の 支 援  

   市 民 へ の 消 費 生 活 に 関 す る 啓 発 を 担 う 自 主 的 な 消 費 生 活

研 究 グ ル ー プ に 対 し ， そ の 活 動 に 伴 う 経 費 の 一 部 を 補 助

し ま す 。 補 助 対 象 と な る 啓 発 事 業 に 係 る 経 費 に 対 し ， 補

助 金 を 交 付 す る こ と に よ り ， 団 体 の 支 援 を 図 り ， 自 立 し

た 賢 い 消 費 者 の 育 成 を 目 的 と し ま す 。  

  ・ 柏 市 消 費 生 活 研 究 グ ル ー プ 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ い

て 交 付 し ま す 。  

 

５  計 量 関 係 事 業  

 

 ( 1 )  特 定 計 量 器 の 定 期 検 査  

  ・ 市 内 の 商 店 ， 病 院 ， 学 校 等 で 取 引 ま た は 証 明 に 使 わ れ て

い る は か り （ 特 定 計 量 器 ） を 対 象 に ， 今 年 度 ， は か り の

定 期 検 査 を 実 施 し ま す 。  

  ※ 計 量 法 第 １ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き ２ 年 に １ 回 の 定 期 検 査 が

義 務 付 け ら れ て い ま す 。 前 回 は 平 成 ２ ２ 年 度 に 市 内 全 域

で 実 施 し ま し た 。  

 

 ( 2 )  立 入 検 査  

  ・ 適 正 な 計 量 を 確 保 す る た め ， ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト や 事 業

所 等 に 立 ち 入 り ， 商 品 量 目 の 検 査 や 使 用 中 の 計 量 器 の 使

用 方 法 や 管 理 状 況 に 関 す る 検 査 な ど を 行 い ま す 。 ま た ，

ガ ソ リ ン ス タ ン ド や 灯 油 を 販 売 し て い る 事 業 所 に 立 ち 入

り ， 燃 料 油 メ ー タ ー の 有 効 期 限 切 れ の 確 認 を し ま す 。  

 

 ( 3 )  普 及 ， 啓 発 活 動 の 実 施  

  ・ 正 し い 計 量 の 推 進 を 図 る た め ， 市 民 の 計 量 意 識 の 向 上 及

び 生 産 者 ・ 販 売 者 に 対 す る 自 主 計 量 管 理 の 徹 底 に つ い て ，

様 々 な 機 会 を 通 じ て 啓 発 し ま す 。 ま た ， 啓 発 用 パ ン フ レ

ッ ト を 作 成 し 配 布 し ま す 。  

 

６  食 品 等 の 放 射 性 物 質 検 査 事 業  

  ・ 市 民 の 食 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 の た め に ， 消 費 者 庁 か ら 測

定 機 器 の 貸 与 を 受 け ， 家 庭 菜 園 で 栽 培 し た 農 産 物 や 自 宅

に あ る 井 戸 の 水 等 ， 公 的 機 関 の 検 査 の 対 象 と な っ て い な
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い 食 品 等 の 放 射 性 物 質 検 査 を 実 施 し ま す 。  

 

７  消 費 生 活 セ ン タ ー の 移 転  

  ・ 市 議 会 や 監 査 等 か ら 現 在 地 の 賃 借 料 等 が 高 い と の 指 摘 を

受 け て き た こ と や ， 放 射 性 物 質 検 査 機 器 の 増 設 対 応 な ど

も 考 慮 し ， 消 費 生 活 セ ン タ ー 業 務 の 一 体 管 理 の 必 要 性 か

ら ， 柏 下 ７ ３ 番 地 （ 中 央 体 育 館 管 理 棟 ， 旧 健 康 管 理 セ ン

タ ー ） へ 移 転 す る 予 定 で す 。 移 転 に 伴 い ， 消 費 者 ル ー ム

は 廃 止 と な り ま す が ， 消 費 生 活 セ ン タ ー の 機 能 や 名 称 は

こ れ ま で と 変 わ り ま せ ん 。  
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千葉県消費者センター相談員として 

千葉県消費者センター  

  消費生活指導員 武田佳代子 

 

1. 千葉県センターにおける相談受付体制と相談員の処遇について 

相談受付は月曜日から金曜日が９時から１６時半、土曜日が９時から１６時。 

２３年度の相談受付件数は９，９１１件。 

消費生活相談員を千葉県消費者センターでは、消費生活指導員という。 

現在、相談員は２１名、毎日１０人体制で受付対応している。 

相談員の雇用形態は嘱託、週４日勤務者と週３日以内が勤務者で１年ごとの更新。 

業務内容は、相談処理と消費者自立支援講座講師等。 

 

2. 複雑・専門化する消費者相談事例の紹介 

ⅰ情報通信関係のトラブル例 

ⅱ金融・投資関係の詐欺的な勧誘による被害事例 

 

3. 相談員としてスキルアップの必要性 

高度複雑化する相談に対する研修の意義、 

活性化基金によるパワーアップ研修について、継続的に研修が確保されることへの要望 

 

4. 市町村相談窓口の状況について 

巡回訪問した際の各相談窓口の現状と今後の課題 

 

5. 各相談窓口の充実のために 

市町村と県センターの連携の重要性、センターオブセンターとしての役割 

行政によるバッグアップ体制とフィードバッグするための人材確保の必要性 

 

6. 国民生活センターに対して 

消費者にとって最も身近な存在であること、地方公共団体相談窓口の相談処理支援等、消

費者庁との連携について 
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平成 24 年 6 月 30 日 

地方の相談員として                           鈴木恵子 

現状 勤務体制 週５日 ３ヶ所の自治体（香取市・銚子市・富里市） 

        内訳 香取市１．５日 銚子市２，５日 富里市１日 

   報酬   自治体により違う  

        交通費も自治体により違う 無（１自治体）一部支給（２自治体） 

        研修に対して日当が付かない（交通費のみ １自治体） 

   相談体制 ３か所ほとんどが一人体制 

 

困っていること 週１日の勤務の場合、あっせんになった場合、業者や相談者と連絡が取

り難い。解決が遅くなる。不在時に業者や相談者から連絡があることが

多い。 

        

        一人体制のため、研修に行きたくても交代してくれる相談員がいないと

安心して研修に行けない。 

        また、来年度からは予算の関係でもう研修は行けないかも、と職員から

言われている。 

 

要望      相談者によりよい助言をするために毎日２人体制にしてほしい。 

 

        研修・人件費等、今後の財源を確保してほしい。 

 

        週５日同一の自治体で勤務したい。 

         

地域的な問題ですが、地方では相談員の人数が少なく、勤務可能地域が

限定される。現在週３日相談を受けている自治体に人口一万人規模の隣

町（週１日相談）と広域で消費生活センターを作ってはどうかと私が提

案しているが、自治体レベルの問題でなかなか簡単には行かない。他で

成功している例の金額面等の詳細な情報がほしい。全国ではすでに広域

の消費生活センターを設置している地域がある。設置に向けて国や県か

ら自治体に働きかけは出来ないか。 
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千葉県弁護士会の消費者行政に対する取り組みについて

平成２４年６月３０日

千葉弁護士会消費者問題委員会

行政対策班 弁護士 町田 敬

１ 県内自治体の相談部署への訪問

当委員会（なお、当委員会では、行政対策班が中心となり、消費者行政の充実に関す

る活動を行っている。）では、平成２２年に千葉県内の各市町村が行っている消費者行

政に関し、どのような施策を行い、どのような成果を出しているかについてアンケート

を行い、ほぼ千葉県全域を網羅する４０市町村から地方消費者行政の現状に関し興味深

いデータを収集することができた。

そこで、昨年は、上記アンケートの結果に基づき、相談員が配置されていなかった南

房総市に委員５名で訪問し、相談部署の職員の方々と忌憚のない意見交換を行った。

その結果、同市と当委員会が協力する体制を構築する必要があることが確認され、今

後、同市において消費者問題に関する相談会等の開催を検討してもらうことになった。

本年も継続して、積極的に自治体担当部署を訪問して意見交換を行うなど、地方消費

者行政の活性化を図っていく予定である。なお、本年は９月３日に鴨川市の担当部署を

訪問する予定である。

２ 地方消費者行政に関するシンポジウムの開催

当委員会では、従前から、千葉県内及び全国各地で行われている地方消費者行政に関

するシンポジウムへ積極的に参加し、その取り組み等に関し理解を深め、一定の蓄積を

得るに至った。

そこでこの蓄積を踏まえ、当委員会でも、本年２月２５日、千葉市文化センター５階

会議室にて、地方消費者行政の充実をテーマとするシンポジウムを開催した（なお、本

シンポジウムは、日弁連の共催、及び、千葉県の後援を得ている。）。

上記シンポジウムでは、日弁連消費者問題委員会委員長の基調講演、各自治体の相談

員などによる現状報告、社会派コント集団「ザ・ニュースペーパー」による地方消費者
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行政をの問題点に光を当てたコント、及び、当会消費者問題委員会委員長をコーディネ

ーターとして、弁護士、相談員等立場の異なる方々によるパネルディスカッションなど

が行われた。

参加人数は、一般市民にとってあまりなじみのない問題であるためか、６０名弱とや

や寂しい数字ではあったものの、地方消費者行政の充実に多大な影響力を持つ国会議員

（代理参加も含む）が４名参加され、地方消費者行政の問題について関心を持ってもら

ったことは大きな収穫であった。

本年度も引き続き、地方消費者行政の活性化を更に推進すべく、「消費者行政充実ね

っとちば」などの消費者団体や各自治体と連携して、県内各地でシンポジウムを行って

いく予定である。

３ 国その他関係諸機関に対する意見書

昨年は、当委員会が中心となり、「地方消費者行政に対する国の責務・支援に関する

意見書」「千葉県消費生活基本計画の確実な実施を求める意見書」を取り纏め、千葉県

弁護士会から、関係各機関宛に執行された。

当委員会としては、今後も継続して、地方消費者行政活性化に向けた意見を、このよ

うな形で国及び関係諸機関に発信し、行政内部の意識改革を図ってく予定である。

４ 関係団体への講演依頼

当委員会では、地方消費者行政の諸問題をより深く理解をするため、定期的に関係諸

団体の講師を招き、勉強会を開催している。

今後も、関係諸団体の講師を招き、消費者行政に関する喫緊の問題について、当委員

会内で問題意識を共有し、検討する機会を設けていく予定である。

以上
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